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都市計画マスタープランは、次のような目的と役割を担って策定するものです。

○ 住民をはじめ、行政や事業者などまちづくりに関わる様々な主体に、町全体や各地域の将来

の都市像を都市計画の長期的な目標として提示します。

○ 町の土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する基本的な方針となります。

○ 町の都市計画の決定・変更、道路や公園、下水道等の整備に際しての基本的な指針となりま

す。

都市計画マスタープランは、都市計画法第 18 条の２に定める「都市計画に関する基本的な方針」

であり、住民の合意形成を図りつつ、まちづくりの具体的なビジョンを策定し、地区ごとの整備、

開発または保全の課題と方針をきめ細かく定めるものです。

ここで定める方針は、「市町村の建設に関する基本構想」（熊取町第４次総合計画）並びに都道

府県が定める「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」に即するものとされています。

■都市計画マスタープラン体系図

市町村の建設に関する基本構想

（熊取町第４次総合計画）

南部大阪都市計画区域の整備、

開発及び保全の方針

関連する行政計画

・熊取町地域防災計画

・熊取町みどりの基本計画

・第２次道路整備計画 など

・地域地区など：用途地域、防火地域、準防火地域

・都 市 施 設：道路、公園、緑地、上下水道 など

・市街地開発事業：土地区画整理事業、市街地再開発事業 など

・その他：地区計画、建築協定 など

即する

整合

行 政 住 民
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都市計画マスタープランは、町全体の将来像を踏まえて、土地利用、道路、公園、下水道の整

備など都市計画の長期的な目標を設定することから、2018 年（平成 30 年）を基準年次とし、2027

年（平成 39年）を目標年次とする 10年間の計画とします。

なお、上位計画等の改定や社会情勢の変化などにより、必要に応じて見直しを行うこととしま

す。

熊取町都市計画マスタープラン

２０１８年（平成３０年）３月策定

目標年次 ２０２７年（平成３９年）

目 標 像 いつまでも住み続けたい自然豊かで活力のあるまち

～コンパクトな中に くらしの質を高める まちづくり～

1998年3月

（平成10年）

•「熊取町新総合計画」を策定し、本町のめざすべき将来像を「“ひと”と“自然”にや
さしい『健康文化都市』」と定め、定住魅力あるまちづくりを進めてきました。

1999年3月

（平成11年）

•めざすべき将来像の実現のため、「熊取町新総合計画」などの上位計画に即して「熊取
町都市計画マスタープラン」を策定しました。

2009年3月

（平成21年）

•町固有の地域資源などの優位性をさらに活かしつつ、次代のまちづくりの方向性を固め、
住民等の積極的な参画・協働によるまちづくりや行政運営などの基本方針とするため、
「熊取町第３次総合計画」を策定しました。

2010年3月

（平成22年）

•都市計画においても、従前の都市の拡大成長を前提としたあり方を転換し、都市の既存
ストックを有効活用していくことが必要となってきたこと等により、「熊取町第３次総
合計画」などの上位計画に即して、「都市計画マスタープラン」を策定しました。

2013年6月

（平成25年）

•上位計画である「南部大阪都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画区域マ
スタープラン）」が改定されたこと等により、「熊取町都市計画マスタープラン」の一
部改定を行いました。

2018年3月

（平成30年）

•「熊取町第３次総合計画」及び「熊取町都市計画マスタープラン」ともに2017年（平
成29年）に目標年次を迎えたことにより、2018年（平成30年）から10年間を計画期
間とする「熊取町第４次総合計画」及び「熊取町都市計画マスタープラン」を新たに策
定しました。
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都市計画マスタープランは、次のとおり構成します。

はじめに 都市計画マスタープランの策定にあたって

１．策定の目的と役割 ４．計画期間
２．位置づけ ５．計画の構成
３．改定の背景、趣旨

第１章 都市づくりの現状と課題

１－１ 熊取町の概況
（１）位置、地勢及び沿革
（２）人口
（３）産業
（４）財政
（５）法規制

１－２ 住民意向
１－３ 上位・関連計画
１－４ 都市の現状と課題
（１）土地利用
（２）都市基盤施設等

（３）その他の公共公益施設
（４）市街地整備
（５）住宅・住環境整備
（６）バリアフリーのまちづくり
（７）景観のまちづくり
（８）安全・安心なまちづくり
（９）環境のまちづくり
（10）健康のまちづくり
（11）産業・交流のまちづくり
（12）住民協働、住民参画のまちづくり

第２章 全体構想 第３章 地域別構想

２－１ 将来都市像
（１）都市づくりの目標像
（２）将来人口
（３）都市づくりの基本方針
（４）国土利用の方針

２－２ 都市づくりの方針（部門別計画）
（１）土地利用の方針
（２）道路交通の整備方針
（３）公園、緑地等の整備方針
（４）上・下水道の整備方針
（５）河川、ため池等の整備方針
（６）その他公共公益施設の整備方針
（７）市街地・住宅地整備の方針
（８）バリアフリーのまちづくりの方針
（９）景観まちづくりの方針
（10）安心、安全なまちづくりの方針
（11）環境のまちづくりの方針
（12）健康のまちづくりの方針
（13）産業・交流のまちづくりの方針
（14）住民協働、住民参画のまちづくりの方針

３－１ 地域別構想の役割と地域区分
（１）地域別構想の役割
（２）地域区分

３－２ 北部エリア
（１）地域の概要
（２）地域整備の目標と取り組み
（３）地域整備の方針

３－３ 中部エリア
（１）地域の概要
（２）地域整備の目標と取り組み
（３）地域整備の方針

３－４ 南部エリア
（１）地域の概要
（２）地域整備の目標と取り組み
（３）地域整備の方針

３－５ 山間エリア
（１）地域の概要
（２）地域整備の目標と取り組み
（３）地域整備の方針

第４章 都市計画マスタープランの推進に向けて～ともに育てるまちづくり～

４－１ 協働によるめざすべき都市づくりに向けて

４－２ めざすべき都市づくりの推進体制の整備

４－３ 都市計画マスタープランの見直し




